
平成

生
介
護

年 月 日 金曜日

政雑県
山

山 口 県

大大平県公選政政解

（定期）報

告生生指公 毎

第 号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
の

報報
の
正
誤
（
平
成
二
十
八
年
四
月
二

告

口
県
告
示
第
二
百
七
十
号

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

成
二
十
八
年
度
後
期
実
施
技
能
検
定

営
二
島
新
池
地
区
た
め
池
等
整
備
事

共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
…
…
…

管
告
示

治
団
体
の
名
称
等
…
…
…
…
…
…
…

治
団
体
の
異
動
事
項
…
…
…
…
…
…

散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
…

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介

定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
の
名

十
二
日
山
口
県
公
告
（
一
七
六
）
）
…

示

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
三
件

試
験
の
実
施
（
労
働
政
策
課
）
…
…
…

業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

護
機
関
の
再
開
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

称
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

）
（
商
政
課
）
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

一
七
号

安
藤
愼
太
郎

仁
保

郷
七
〇
〇

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

医
療
法
人
実
誠

会
お
お
ど
の
診

療
所

山
口
市
石
観

町
四
番
四
号

有
限
会
社
シ
ゲ

タ

金
古

町
三
の
一

有
限
会
社
オ
オ

タ
薬
局

小
郡

町
四
丁
目
二

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

介

護

予

防

事

業

者

医
療
法
人
実
誠

会
お
お
ど
の
診

療
所

石
観

町
四
番
四
号

有
限
会
社
シ
ゲ

タ

金
古

町
三
の
一

有
限
会
社
オ
オ

タ
薬
局

小
郡

町
四
丁
目
二

一
七
号

安
藤
愼
太
郎

仁
保

郷
七
〇
〇

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

安
藤
愼
太
郎

山
口
市
仁
保

郷
七
〇
〇

一
七
号

中

安
藤
内
科
医
院

仁

郷
七
〇
〇

名

称

所

在

音

医
療
法
人
実
誠

会
お
お
ど
の
診

療
所

山
口
市
石

町
四
番
四

曽

シ
ゲ
タ
薬
局

金

町
三
の
一

新番

オ
オ
タ
薬
局

小

町
四
丁
目

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

介

護

予

防

事

業

音

医
療
法
人
実
誠

会
お
お
ど
の
診

療
所

石

町
四
番
四

曽

シ
ゲ
タ
薬
局

金

町
三
の
一

新番

オ
オ
タ
薬
局

小

町
四
丁
目

一
七
号

中

安
藤
内
科
医
院

仁

郷
七
〇
〇

山
口

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

中

安
藤
内
科
医
院

山
口
市
仁

郷
七
〇
〇

一

保
中

七
、

種
類

指
定
年
月
日

地観
音

号

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

平
成
二
八
、

七
、

古
曽

郡
新

二
番

八
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

所

事
業
の

観
音
号

居
宅
療

養
管
理

指
導

古
曽

郡
新

二
番

八
、

保
中

七
、

県
知
事

村

岡

嗣

政

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地保
中

訪
問
看

護

平
成
二
八
、
七
、

一 、 一

告

示



平

二

成 年 月 日 金曜日

二
十

予
定

一
に

山 口

氏称日
環
会
社

山
森

（定期）県 報

居氏称
日
環
会
社介

第 号

山
生

る
同

の
届

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産

で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
昭
和

限
る
。
）
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

特
殊
株
式

下
関
市
山
の
田

東
町
七
番
一
号

ポ護ン

口
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

特
殊
株
式

下
関
市
山
の
田

東
町
七
番
一
号

ポ護ン

護

予

防

事

業

者

口
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
施
業

山
口
県
知

る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保

六
十
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第

よ
る
。

名

称

所

在

地

ラ
ス
ケ
ア
介

ス
テ
ー
シ
ョ

山
口
市
湯
田
温

泉
一
丁
目
一
番

七
号

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

ラ
ス
ケ
ア
介

ス
テ
ー
シ
ョ

山
口
市
湯
田
温

泉
一
丁
目
一
番

七
号

介

護

予

防

事

業

所

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と

山
口
県
知

要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る

事

村

岡

嗣

政

安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

千
八
十
三
号
（
二
に
係
る
も
の

種
類

再
開
年
月
日

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
八
、
七
、

一

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

事
業
の

種
類

再
開
年
月
日

訪
問
介

護

平
成
二
八
、

七
、

一

事
業
の

の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

お
り
介
護
機
関
を
再
開
し
た
旨

事

村

岡

嗣

政

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

金
峰
字
黒
鹿
一
八
四
九
、
字

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

岩
国
市
美
和
町
北
中

に
つ
い
て
次
の
図
に
示

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

で
、
美
和
町
阿
賀
字
馬
地
ケ

八
〇
〇
、
一
八
〇
一
、
一
八

〇
五
〇
の
三
ま
で
、
字
陰
迫

下
垣
内
一
二
五
二
四
の
一
、

周
南
市
大
字
大
潮
字
杉
迫

三
一
七
、
字
道
祖
原
一
三
一

二
四
、
一
三
三
三
の
一
、
一

山
口
市
阿
知
須
字
大
平
西

〇
、
一
九
四
五
の
一
五
、
一

の
三
、
字
立
山
二
〇
五
五
、

七
、
二
一
一
八
、
二
一
二
〇

二
八
、
二
一
三
四
、
字
船
ケ

岩
国
市
美
川
町
四
馬
神
字

一
二
〇
七
九
、
一
二
〇
八
二

榎
畠
二
六
二
七
、
二
六
二
九

変
更
し
な
い
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

市
経
済
産
業
部
農
林
課
に
備
え

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

大
谷
一
八
五
〇
、
一
八
五
一

た
目
的

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
字
下
垣
内
一
二
五
二
五
・
一
二

す
部
分
に
限
る
。
）

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

、
一
三
五
九
一
、
一
三
五
九
二
、

迫
一
七
八
一
、
一
七
八
二
、
一
七

〇
三
の
一
、
一
八
〇
四
、
一
一
〇

一
一
〇
〇
三
の
一
、
一
一
〇
〇
五

一
二
五
二
五
、
一
二
五
二
八
、
一

一
八
二
の
二
、
一
八
三
の
二
、
一

九
の
二
、
一
三
一
九
の
三
〇
、
大

三
三
四
か
ら
一
三
三
七
ま
で
、
四

山
一

一
四
六
八
の
一
、
字
堀
田

九
四
五
の
一
六
、
字
砂
田
山
二
〇

二
〇
五
八
、
字
打
石
二
〇
六
四
、

の
一
、
二
一
二
一
の
一
、
字
高
尾

迫
二
一
四
九
、
二
一
五
〇
の
一
、

網
掛
一
五
四
三
、
一
五
四
七
、
一

、
一
二
〇
八
三
の
二
、
一
二
〇
八

、
二
六
三
〇
、
二
六
三
一
の
一
、

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

五
二
八
・
一
二
五
二
九
（
以
上
三

定
め
な
い
。

一
三
五
九
四
か
ら
一
三
五
九
六

八
四
、
一
七
八
八
、
一
七
九
九
、

四
三
、
一
一
〇
五
〇
の
一
か
ら
一

、
一
一
〇
〇
六
、
美
和
町
北
中
山

二
五
二
九

〇
一
一
、
一
〇
一
二
、
字
上
ノ
原

字
鹿
野
上
字
高
畑
一
三
二
三
、
一

〇
八
一
か
ら
四
〇
八
八
ま
で
、
大

一
九
四
五
の
一
、
一
九
四
五
の

五
三
、
二
〇
五
四
の
一
、
二
〇
五

二
〇
六
七
、
字
高
尾
南
平
二
一

東
平
二
一
二
三
、
二
一
二
四
、
二

二
一
五
三

五
六
二
の
一
、
一
一
八
九
二
の
一

六
、
一
二
〇
八
九
、
美
川
町
南
桑

二
六
三
一
の
二
、
二
六
三
二
（
次

種次
の
と
お
り
と
す
る
。

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
周

二

市 筆 ま一一字一三字 一四一一、字の 南



平成

五

年 月 日 金曜日

周社
三四

山 口 県

一二

（定期）報

（
三大

と
お当

労
働

第 号

産
部

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日

変
更
年
月
日

南
シ
ス
テ
ム
産
業
株
式
会

周
南

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

有
限
会
社
く
に

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
徳
山
中
央
店

所
在
地

周
南
市
花
畠
町
一
二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

公

六
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月

部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産
業

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に

市
江
口
一
丁
目
一
番
一
号

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

き
よ
園
芸

國
清

勲

山
口
県
知

在
地

七
の
一

代
表
者
の
氏
名

住

告

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月

部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

高
橋

康
之

前

変

更

後

國
清

篤

事

村

岡

嗣

政

所

代
表
者
の
氏
名

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

る
。

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

）

所
在
地

宇
部
市
神
原

二

意
見
の
概
要

二
十
八
年
四
月
十
九
日
山
口
県

部
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
八

政
課
及
び
宇
部
市
産
業
振
興
部

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

西
恩
田
商
業

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十

（
三
六
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

名

称

周
南
シ
ス
テ
ム
産
業
株
式
会

社
三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
徳
山

所
在
地

周
南
市
花
畠

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

町
二
丁
目
三
七
九
〇
の
四

公
告
（
一
六
二
）
に
係
る
大
規
模

。年
九
月
二
日
か
ら
同
年
十
月
三
日

商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦

山
口

及
び
所
在
地

施
設

二
日

日立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

住

周
南
市
江
口
一
丁
目
一
番
一
号

変

更

前

の

野
村

收

九
日

及
び
所
在
地

中
央
店

町
一
二
七
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

所

代
表
者
の
氏

高
橋

康
之

変

更

後

高
橋

康
之

宇商 成 名

公

告



平成 年 月 日 金曜日

政
課

一二

山 口

（
三大

二
十

松
市当

（定期）県 報

政
課

一二

第 号

（
三大

二
十

口
市当

及
び
下
松
市
経
済
部
産
業
観
光
課

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

イ
オ
ン
下
松
山
田
シ

所
在
地

下
松
市
大
字
山
田
一

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

六
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

八
年
四
月
十
九
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月

及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ザ
・
ビ
ッ
グ
大
内
店

所
在
地

山
口
市
大
内
長
野
五

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

六
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

八
年
四
月
十
九
日
山
口
県
公
告

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

山
口
県
知

在
地

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

五
六
の
一

。 。第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
六
四
）
に
係
る
大
規
模
小
売

二
日
か
ら
同
年
十
月
三
日
ま
で

と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

山
口
県
知

在
地

八
一

。第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
六
三
）
に
係
る
大
規
模
小
売

二
日
か
ら
同
年
十
月
三
日
ま
で

ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

油

圧

装

置

調

整

電

気

機

器

組

立

て

半

導

体

製

品

製

造

自

動

販

売

機

調

整

空

気

圧

装

置

組

立

て

の職

種

さ

く

井

工

場

板

金

機

械

検

査

実
施
職
種

１

特
級
の
技
能
検
定

鋳
造
、
金
属
熱
処
理

金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ

て
、
半
導
体
製
品
製
造

機
械
整
備
、
婦
人
子
供

２

一
級
及
び
二
級
の
技

次
の
表
の
上
欄
に
掲

（
三
六
四
）
平
成
二
十
八
年
度

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

す
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

一

技
能
検
定
の
実
施
職
種
及

油
圧
装
置
調
整

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造

集
積
回
路
組
立
て

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧
装
置
組
立
て

試

験

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工
事

機
械
板
金

数
値
制
御
タ
レ
ッ
ト
パ
ン
チ
プ
レ

機
械
検
査

、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
型

、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電

、
自
動
販
売
機
調
整
、
空
気
圧
装

服
製
造
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

能
検
定

げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

後
期
実
施
技
能
検
定
試
験
の
実
施

和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。

成
二
十
八
年
度
後
期
実
施
技
能
検

山
口

び
試
験
の
方
法

科

目

ス
板
金

製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場

子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組

置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建

下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十

定
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し

県
知
事

村

岡

嗣

政

四

板立設も 四ま



平成

塗

年 月 日 金曜日

自ガ機電金

山 口 県

鉄コ防カ

（定期）報

石建か配型

第 号

農冷婦和

装

鋼

動

ド

ア

施

工

自

ラ

ス

施

工

ガ

械

・

プ

ラ

ン

ト

製

図

機機

気

製

図

配

属

材

料

試

験

機組

筋

施

工

鉄

ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

コ

水

施

工

ア合塩改

ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

金

材

施

工

石

築

大

工

大

わ

ら

ぶ

き

か

管

建

枠

施

工

型

業

機

械

整

備

農

凍
空
気
調
和
機
器
施
工

冷

人

子

供

服

製

造

婦

裁

和
橋
塗
装

動
ド
ア
施
工

ラ
ス
工
事

械
製
図
手
書
き

械
製
図

電
盤
・
制
御
盤
製
図

械
試
験

織
試
験

筋
組
立
て

ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事

ス
フ
ァ
ル
ト
防
水
工
事

成
ゴ
ム
系
シ
ー
ト
防
水
工
事

化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事

質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
ト
ー
チ
工

属
製
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事

材
加
工

工
工
事

わ
ら
ぶ
き

築
配
管

枠
工
事

業
機
械
整
備

凍
空
気
調
和
機
器
施
工

人
子
供
既
製
服
縫
製

服
製
作

法
防
水
工
事

樹

脂

接

着

剤

注

入

施

工

電

気

製

図

４

単
一
等
級
の
技
能
検

次
の
表
の
上
欄
に
掲

の職

種

電

子

回

路

接

続

建

築

大

工

配

管

鉄

筋

施

工

機

械

・

プ

ラ

ン

ト

製

図

機

械

検

査

電

気

機

器

組

立

て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和

裁

家

具

製

作

３

三
級
の
技
能
検
定

次
の
表
の
上
欄
に
掲

の職

種

機

械

加

工

樹
脂
接
着
剤
注
入
工
事

配
電
盤
・
制
御
盤
製
図

定げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

試

験

電
子
回
路
接
続

大
工
工
事

建
築
配
管

鉄
筋
組
立
て

機
械
製
図
手
書
き

機
械
製
図

機
械
検
査

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和
服
製
作

家
具
手
加
工

げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

試

験

普
通
旋
盤

五

下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る

科

目

下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る

科

目

も も



平成 年 月 日 金曜日

電冷機

山 口

機ラさ施半装

（定期）県 報

鋳工組圧ラ

第 号

二

４

単
一
等
級
の
技
能
検
定

３

三
級
の
技
能
検
定

職

気
機
器
組
立
て

配
管

凍
空
気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

械
加
工

機
械
検
査

和
裁

建
築
大

職

械
検
査

電
気
機
器
組
立
て

婦
人
子

ス
施
工

金
属
材
料
試
験

く
井

工
場
板
金

自
動
販
売
機
調
整

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

石
材
施
工

工

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

導
体
製
品
製
造

空
気
圧
装
置
組
立
て

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

職

造

金
属
熱
処
理

機
械
加
工

放
電

工
場
板
金

め
っ
き

仕
上
げ

機

立
て

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製

装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

建
設

ス
チ
ッ
ク
成
形

２

一
級
及
び
二
級
の
技
能
検
定

試
験
の
方
法

に
規
定
す
る
職
種
ご
と
に
実

試
験
の
期
日

実
技
試
験

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

の
間
に
お
い
て
山
口
県
職
業
能
力

学
科
試
験

１

特
級
の
技
能
検
定

種

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

工

鉄
筋
施
工

電
気
製
図

種

供
服
製
造

配
管

型
枠
施
工

ガ

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整
備

防
水
施
工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル

和
裁

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

自
動
ド
ア
施
工

電
気
製
図

塗

種

加
工

金
型
製
作

金
属
プ
レ
ス
加

械
検
査

ダ
イ
カ
ス
ト

電
子
機
器

品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気

機
械
整
備

婦
人
子
供
服
製
造

プ

技
試
験
及
び
学
科
試
験
を
実
施

（
木
曜
日
）
か
ら
平
成
二
十
九
年

開
発
協
会
が
指
定
す
る
日

実

施

期

日

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
二
日

（
日
曜
日
）

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
九
日

（
日
曜
日
）

平
成
二
十
九
年
二
月
五
日

（
日
曜
日
）

実

施

期

日

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
二
日

（
日
曜
日
）

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
九
日

（
日
曜
日
）

平
成
二
十
九
年
二
月
五
日
（
日
曜
日
）

実

施

期

日

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
九
日

（
日
曜
日
）

す
る
。

二
月
十
二
日
（
日
曜
日
）
ま
で

ぞ
れ
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄

七

提
出
書
類

受
検
申
請
書

実
技
試
験
又
は
学
科
試

書
面

八

受
検
手
数
料

受
検
申
請
書
の
提
出
の
際

学
科
試
験
に
あ
っ
て
は

実
技
試
験
に
あ
っ
て
は

で
あ
る
こ
と
。

単
一
等
級
の
技
能
検
定

る
者
で
あ
る
こ
と
。

五

受
検
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
三
日

十
月
十
四
日
ま
で
の
消
印
の

六

受
検
申
請
書
等
の
提
出
先

山
口
市
中
央
四
丁
目
三
番

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協

特
級
の
技
能
検
定
に
あ

和
四
十
四
年
労
働
省
令
第

で
あ
る
こ
と
。

一
級
の
技
能
検
定
に
あ

で
あ
る
こ
と
。

二
級
の
技
能
検
定
に
あ

で
あ
る
こ
と
。

三
級
の
技
能
検
定
に
あ

職

電
子
回
路
接
続

樹
脂
接
着
剤
注
入

三

試
験
の
場
所

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協

四

受
検
資
格

に
掲
げ
る
額

験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
次
に
掲
げ
る
額
を
山
口
県
職
業

、
三
千
百
円

、
次
の
１
の
表
か
ら
５
の
表
ま
で

に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（

あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

六
号
（
郵
便
番
号
七
五
三

〇
〇

会 っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
職

二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省

っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省

っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省

種

施
工

会
が
指
定
す
る
場
所

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
格
を
証
す

能
力
開
発
協
会
に
納
付
す
る
こ
と

の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
ご
と
に
そ

び
省
令
第
六
十
四
条
の
六
に
規
定

金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は

七
四
）

業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（

う
。
）
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る

令
第
六
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る

令
第
六
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る

令
第
六
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る

実

施

期

日

平
成
二
十
九
年
二
月
五
日
（
日
曜
日

六

る。れ す、 昭者者者者 ）



平成

機

年 月 日 金曜日

機和

山 口 県

建水装和機

（定期）報

和機さ装

第 号

鋳半整
械
検
査

械
加
工

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空

鉄
筋
施
工

４

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者

職

裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製

築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

配
管

型
枠

施
工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

自

３

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者

職

裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製

械
検
査

２

一
級
及
び
二
級
の
技
能
検
定

職

裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製

械
検
査

婦
人
子
供
服
製
造

く
井

工
場
板
金

電
気
機
器
組
立
て

置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

農
業
機

１

特
級
の
技
能
検
定

職

造

金
属
熱
処
理

機
械
加
工

放
電

め
っ
き

仕
上
げ

機
械
検
査

ダ
イ

導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

備

婦
人
子
供
服
製
造

プ
ラ
ス
チ
ッ

気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

建

が
在
校
生
で
な
い
場
合
）

種

図 施
工

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト

動
ド
ア
施
工

ガ
ラ
ス
施
工

金
属

が
在
校
生
で
あ
る
場
合
）

種

図

種

図
半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機

械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

種

加
工

金
型
製
作

金
属
プ
レ
ス
加

カ
ス
ト

電
子
機
器
組
立
て

電
気

空
気
圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調

ク
成
形

一
万
四
千
九
百
円

築
大
工

配
管

六
千
円

手

数

料

一
万
三
千
百
円

圧
送
施
工

防

材
料
試
験

塗
一
万
七
千
九
百
円

手

数

料

四
千
四
百
円

五
千
円

手

数

料

一
万
三
千
百
円

一
万
四
千
九
百
円

調
整

空
気
圧

石
材
施
工

手

数

料

工

工
場
板
金

機
器
組
立
て

整

建
設
機
械
一
万
七
千
九
百
円

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

二

八
六
四
六
）
に
す
る

（
三
六
五
）
県
営
二
島
新
池
地

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
二
島
新
池
地
区
た
め
池
等

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ

十
一

そ
の
他

受
検
案
内
、
受
検
申
請

公
共
職
業
安
定
所
、
高
等

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
に
す

験
」
と
朱
書
し
、
百
四
十

県
職
業
能
力
開
発
協
会
に

技
能
検
定
試
験
に
つ
い

九

問
題
の
公
表

実
技
試
験
の
問
題
は
、
平

協
会
に
お
い
て
公
表
す
る
。

十

合
格
者
の
発
表
等

合
格
者
の
発
表
は
、
平

口
県
庁
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ

試
験
の
得
点
の
開
示
は

機
械
加
工

電
気
機
器
組
立
て

冷

鉄
筋
施
工

５

単
一
等
級
の
技
能
検

職

電
子
回
路
接
続

樹
脂
接
着
剤
注
入

山
口

こ
と
。

区
た
め
池
等
整
備
事
業
変
更
計
画

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

す
る
受
検
者
は
、
合
格
者
の
発
表

と
。

書
等
の
請
求
は
、
山
口
県
職
業
能

産
業
技
術
学
校
、
山
口
職
業
能
力

る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合

円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記

す
る
こ
と
。

て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
職
業
能

成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
（

た
だ
し
、
一
部
の
職
種
に
つ
い
て

成
二
十
九
年
三
月
十
日
（
金
曜
日

ー
ル
内
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策

凍
空
気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

定
施
工

七

県
知
事

村

岡

嗣

政

書
の
縦
覧

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日
以
後
、
受
検
票
を
提
示
し
て
そ

力
開
発
協
会
、
市
役
所
、
町
役
場

開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
又
は
防
府
地

は
、
封
筒
の
表
に
「
技
能
検
定

の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
山

力
開
発
協
会
（
電
話
〇
八
三

九

木
曜
日
）
に
山
口
県
職
業
能
力
開

は
、
公
表
し
な
い
。

）
と
し
、
合
格
者
の
受
検
番
号
を

課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の

建
築
大
工

配
管
一
万
七
千
九
百

種

手

数

料

一
万
七
千
九
百

、準 の、域試口二 発山得 円円



平成 年 月 日 金曜日

山
政

あ
っ

山 口

二三

（定期）県 報

測
第
一

た
。

一

第 号

二三（
三口

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

作
業
の
地
域

防
府
市

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日
か

選
挙
管
理

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
市
長
か

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

県
営
二
島
新
池
地
区
た
め
池
等
整

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
五
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

六
六
）
公
共
測
量
の
実
施

第
八
十
八
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条

と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
五

委
員
会

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

山
口
県
知

備
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

月
二
十
六
日
ま
で

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

長

中

村

正

昭

日
ま
で

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

事

村

岡

嗣

政

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
八
十
九
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

委
員
長

中

村

正

昭

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

八

が

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日

山
政

が
あ

山 口 県 定期）報 第 号

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

第
九
十
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七

名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

る
。

長

中

村

正

昭

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
、

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

平
成
二
十
八
年
九
月
二
日

示
第
九
十
一
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。

っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

九

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

）
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
、
又
は

の
と
お
り
で
あ
る
。

委
員
長

中

村

正

昭

平支



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日 山 口

一

（定期）県 報

一一

第 号

正
平

項
の

ペ
十
八
年
九
月
二
日
印
刷

十
八
年
九
月
二
日
発
行

七

山
陽
小
野

下

山
陽
小
野

四

上

二

山
陽
小
野

山
陽
小
野

二

上

四

山
陽
小
野

左
か
ら五

山
陽
小
野

下

山
陽
小
野

三

上

六

山
陽
小
野

左
か
ら

雑

誤
成
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
山
口

規
定
に
よ
る
届
出
）

ー
ジ

段

行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

田
市
大
字
高
泊
一
二
五
六

山
陽
小

田
市
大
字
高
泊
一
二
五
六

山
陽
小

田
市
大
字
高
泊
一
二
五
六

山
陽
小

田
市
大
字
高
泊
一
二
五
六

山
陽
小

田
市
大
字
高
泊
一
二
五
六

山
陽
小

田
市
大
字
高
泊
一
二
五
六

山
陽
小

田
市
大
字
高
泊
一
二
五
六

山
陽
小

田
市
大
字
高
泊
一
二
五
六

山
陽
小

報

県
公
告
（
一
七
六
）
（
大
規
模

誤

庁事
野
田
市
大
字
東
高
泊
一
二
五
六

野
田
市
大
字
東
高
泊
一
二
五
六

野
田
市
大
字
東
高
泊
一
二
五
六

野
田
市
大
字
東
高
泊
一
二
五
六

野
田
市
大
字
東
高
泊
一
二
五
六

野
田
市
大
字
東
高
泊
一
二
五
六

野
田
市
大
字
東
高
泊
一
二
五
六

野
田
市
大
字
東
高
泊
一
二
五
六

小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

正

一
〇

雑

報


